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労労働働安安全全衛衛生生法法第　　７ 　  　 　　章　　第　　699 条条から第71条の４の逐条解説

分担研究者 阿部未央 山形大学人文社会科学部

研究要旨

本年度は、健康保持増進措置及びメンタルヘルスケアについて定める労安法 69 条か
ら 71 条の立法経緯、改正状況及び規定内容を整理して、その意義や現代的な課題を明
らかにした。研究成果の要旨は以下のとおりである。 
 健康保持増進措置（トータル・ヘルスプロモーション・プラン、THP）として、職場
における健康づくりを推進していくための施策が講じられている。そこでは全労働者を
対象として、心身両面にわたる勤務時間のみならず日常生活全般における健康指導や生
活習慣の改善に向けた取組みが必要である。事業者が有効かつ適切に職場における健康
づくりに取り組むことができるよう、健康保持増進指針とメンタルヘルス指針によって
詳細かつ具体的な取組み方法が示されている。前者の健康保持増進指針は 1988（昭和
63）年の労安法改正で新設された。他方、後者のメンタルヘルス指針は労働者のストレ
スやそれに伴う精神障害を患う事例も散見されその必要性が認識されていたものの、行
政や企業における取組が本格化したのは、2005（平成 17）年以降と遅かった。これら
の規定は努力義務規定であるが、これらの規定に基づく具体的な取組みがなされないま
ま、労働者の職場環境や健康が害される場合には、安全配慮義務違反を判断する際の考
慮要素になることが判例によって示されている。
メンタルヘルスケアに関する根拠規定や規定内容、事業場外資源活用における責任の

所在の明確化・労働者の健康情報の取り扱い等に関する立法的課題の検討について次年
度以降も引き続き行っていく。 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 69 条から 71 条につ

いて、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 
 

Ｃ．研究結果 
１．第 69 条から第 71 条 
 
１．１ 条文 

第第六六十十九九条条  事事業業者者はは、、労労働働者者にに対対すするる健健

康康教教育育及及びび健健康康相相談談そそのの他他労労働働者者のの健健康康のの

保保持持増増進進をを図図るるたためめ必必要要なな措措置置をを継継続続的的かか

つつ計計画画的的にに講講ずずるるよよううにに努努めめななけけれればばなならら

なないい。。  

２２  労労働働者者はは、、前前項項のの事事業業者者がが講講ずずるる措措置置

をを利利用用ししてて、、そそのの健健康康のの保保持持増増進進にに努努めめるる

ももののととすするる。。  

  

第第七七十十条条  事事業業者者はは、、前前条条第第一一項項にに定定めめるる

ももののののほほかか、、労労働働者者のの健健康康のの保保持持増増進進をを図図

るるたためめ、、体体育育活活動動、、レレククリリエエーーシショョンンそそのの

他他のの活活動動ににつついいててのの便便宜宜をを供供与与すするる等等必必要要

なな措措置置をを講講ずずるるよよううにに努努めめななけけれればばななららなな

いい。。  

  

第第七七十十条条のの二二  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、第第六六十十九九

条条第第一一項項のの事事業業者者がが講講ずずべべきき健健康康のの保保持持増増

進進ののたためめのの措措置置にに関関ししてて、、そそのの適適切切かかつつ有有

効効なな実実施施をを図図るるたためめ必必要要なな指指針針をを公公表表すするる

ももののととすするる。。  

２２  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前項項のの指指針針にに従従いい、、

事事業業者者又又ははそそのの団団体体にに対対しし、、必必要要なな指指導導等等

をを行行ううここととががででききるる。。  

  

第第七七十十条条のの三三  第第六六十十六六条条第第一一項項のの厚厚生生労労

働働省省令令、、第第六六十十六六条条のの五五第第二二項項のの指指針針、、第第

六六十十六六条条のの六六のの厚厚生生労労働働省省令令及及びび前前条条第第一一

項項のの指指針針はは、、健健康康増増進進法法第第九九条条第第一一項項にに規規

定定すするる健健康康診診査査等等指指針針とと調調和和がが保保たたれれたたもも

ののででななけけれればばななららなないい。。  
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第第七七十十一一条条  国国はは、、労労働働者者のの健健康康のの保保持持増増

進進にに関関すするる措措置置のの適適切切かかつつ有有効効なな実実施施をを図図

るるたためめ、、必必要要なな資資料料のの提提供供、、作作業業環環境境測測定定

及及びび健健康康診診断断のの実実施施のの促促進進、、受受動動喫喫煙煙のの防防

止止ののたためめのの設設備備のの設設置置のの促促進進、、事事業業場場ににおお

けけるる健健康康教教育育等等にに関関すするる指指導導員員のの確確保保及及びび

資資質質のの向向上上のの促促進進そそのの他他のの必必要要なな援援助助にに努努

めめるるももののととすするる。。  

２２  国国はは、、前前項項のの援援助助をを行行ううにに当当たたっっててはは、、

中中小小企企業業者者にに対対しし、、特特別別のの配配慮慮ををすするるもものの

ととすするる  

  
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 第 69 条 
１．２．１．１ 趣旨  
 本条は、労働者の健康の保持増進を図る

ため、事業主に対し必要な措置を講じるよ

う努めなければならないことを定めるとと

もに、労働者側にも自らの健康の保持増進

に努力するよう定めている。労働者の職場

における安全と健康を確保するためには、

労働に起因する健康障害を防止するだけで

なく、日常生活においても生活習慣病の予

防を行うなど、より積極的な心身両面にわ

たる健康保持増進措置を講ずることが必要

であると考えられているためである。健康

保持増進活動が行われることによって、生

活習慣病の有病率の減少、労働災害発生率

の減少、病気・負傷による労働損失日数の減

少等の効果が見込まれる 1。 
 
１．２．１．２ 内容 
 事業主は、労働者の健康の保持増進を図

るために必要な措置（健康保持増進措置）を

継続的かつ計画的に講じるよう努めなけれ

ばならない。 

 同条をはじめとする「健康保持増進措置」

に関連する規定は、1988（昭和 63）年の労

働安全衛生法改正時に新設された。制定の

背景には、以下 2 つの問題があった。第 1
に、増加傾向にある高年齢労働者の労働災

害が多いということである。高齢化社会の

進展に伴い高年齢労働者が大幅に増加して

おり、今後さらに増加することが見込まれ

る状況にあった 2。高年齢労働者の労働災害

には、転倒、墜落などが多く、高年齢労働者

の労働災害発生率は、若年労働者のそれの

2 倍を超えていた。これは、高齢者は加齢に

より運動機能や感覚機能が低下するが、そ

れに応じた安全衛生管理が十分に行われて

いないことが原因であると指摘された 3。 
 また、高齢労働者は、高血圧疾患、虚血性

心疾患等の有病率が高く、これらの疾病の

程度は労働者の従事する業務によって影響

を受けることもある 4。 
 第 2 に、ME 機器の導入など技術革新の

進展等による作業態様の急激な変化などを

背景に、ストレス関連疾病など労働者のス

トレスの問題もクローズアップされるよう

になった。労働者の心の健康対策も重要な

課題とされた 5。 
 そこで、健康保持増進措置として、各事業

所における労働者の健康保持増進措置を普

及するため、同条に基づく指針（70 条の 2）
を策定し、現在は労働者の心と体の健康づ

くり（トータル・ヘルスプロモーション・プ

ラン、Total Health Promotion Plan. THP）
が推進されている 6。 
 「健康の保持増進」という事柄は、労働生

活のみならず、人生全般にわたって快適な

生活を営むために基礎となる「健康」を保持

し、かつ増進させるためのものである 7。本
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条で「継続的かつ計画的」とあるのは、健康

が長い間の積み重ねによってつくられるも

のであることに鑑み、労働者の職業生涯を

通じた健康づくりを進めることが必要であ

ることを明らかにしたものである 8。また、

同条 1 項の「その他労働者の健康の保持増

進を図るため必要な措置」には、労働者自ら

が行う健康の保持増進のための活動に対す

る援助のほか、勤務条件面での配慮等が含

まれる 9。 
 なお、本条に関連し、70 条の 2 では健康

保持増進等のための指針が公表され、71 条

には国の援助に関する規定が設けられてい

る。本条は努力義務規定である。 
 
 同条に基づく「事業場における労働者の

健康保持増進のための指針」（以下、「健康

保持増進指針」という）の趣旨、内容等は、

以下のとおりである（昭和 63 年 9 月 1 日

指針公示第 1 号、最終改正：令和 2 年 3 月

31 日指針公示第 7 号）。 
 職場における健康づくりの目的は、若年

期から継続した適度な運動を行い、健全な

食生活を維持し、ストレスをコントロール

するなど積極的な心とからだの健康づくり

をすることによって、メタボリックシンド

ロームを予防し、労働者の健康レベルを向

上させることである 10。労働者の心身の健

康問題に対処するためには、事業場におい

て、全ての労働者を対象として早い段階か

ら心身の両面について健康教育等の予防対

策に取り組むことが労働生産性向上の観点

からも重要である 11。 
 健康保持増進対策の基本的な考え方とし

て、令和 2 年の指針から新たに以下 3 つの

留意点が追加された。①従来の労働者「個

人」から「集団」への視点が強化された。つ

まり、直ちに生活習慣上の課題が見当たら

ない労働者も対象として、事業場全体の健

康状態の改善や健康増進に係る取組の活性

化等、一定の集団に対して活動を推進でき

るような「ポピュレーションアプローチ」の

視点が新たに加わった。②労働者の積極的

な参加を促すための取組として、健康増進

に関心を持たない無関心層への取組や事業

場の風土醸成についての記載が追加された。

労働者の行動が無意識のうちに変化する環

境づくり、楽しみながら参加することがで

きるスポーツの仕組みづくり等に取り組む

ことが重要であるとされている。③労働者

の高齢化を見据えて若年期からの運動の習

慣化の必要性が確認されている。労働者が

高年齢期を迎えても就業を継続するために

は、加齢に伴う筋量の低下による健康状態

の悪化を防ぐため、若い時から心身両面の

総合的な健康が維持されていることが必要

であるとされている 12。また、指針改正の

背景には 2020 年に開催予定であった東京

オリンピック・パラリンピック競技大会を

ふまえて策定された「スポーツ基本計画」

（平成 29 年３月 24 日）と連動して、事業

場において運動実践を通じて労働者の健康

増進を推進するねらいもあった。 
 事業者が行う健康保持増進措置の内容と

しては、労働者に対する健康指導、健康教

育、健康相談、または健康保持増進に関する

啓発活動・環境づくり等が含まれる。健康保

持増進活動の中心となる健康指導は、健康

診断や必要に応じて行われる健康測定 13等

により労働者の健康状態を把握したうえで

実施される。健康指導として、運動指導、メ

ンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指
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導、保健指導がある。たとえば、メンタルヘ

ルスケアとして、ストレスに対する気付き

への援助、リラクセーションの指導等を行

うものとされている。保健指導としては、勤

務形態や生活習慣による健康上の問題を解

決するために職場生活を通して行う、睡眠、

喫煙、飲酒等に関する健康的な生活への指

導等が想定されている 14。 
 健康保持増進事業場における実施主体と

して、事業場内スタッフと事業場外資源が

想定されている。事業場内スタッフとして

は、（衛生委員会の委員を務める場合もあ

る）産業医、衛生管理者、保健師等の事業場

内産業保健スタッフや人事労務管理スタッ

フ等があげられる。事業場外資源として、労

働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポー

ツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科

医師会、地方公共団体等の地域資源があげ

られる 15。事業場の規模によっては事業場

内スタッフを配置することが難しい一方で、

健康保持増進に関し専門的な知識を有する

機関は外部に多数存在することから、事業

場外資源を有効活用する視点が令和 2 年の

指針から強く打ち出されている。 
 健康保持増進対策を推進するにあたって、

事業者は、健康保持増進を積極的に推進す

る旨の表明、目標設定、活動内容、評価・見

直しに関する事項等を決定し、健康保持増

進計画のなかで盛り込むこととなっている

16。取組内容そのものを各事業場の特性に

応じて柔軟化する一方で、PDCA サイクル

の各段階における事業場での取組項目を明

確にし、確実に実施されるよう見直されて

いる（図 1 参照）。 
 
 

１．２．２ 第 70 条 
１．２．２．１ 趣旨 
 本条は、労働者の健康の保持増進を図る

ため、その一環として事業者が労働者に対

し、身体的活動として体育活動、レクリエー

ション活動等について便宜を供与する等必

要な措置を講ずるよう定めたものである。 
 
１．２．２．２ 内容 
 健康保持増進措置に関する 69 条等の規

定は 1988（昭和 63）年の労働安全衛生法改

正で新設にされたが、本条は 1972（昭和 47）
年の労働安全衛生制定当時から定められて

いる。内容もほぼ変わっていない。 
 ここでの「体育活動」とは、スポーツや運

動を手段として行われる活動であり、「レク

リエーション」とは、仕事や生活の必要から

離れて自分で自由にできる時間に行われる

楽しみの活動である 17。「便宜を供与する

等必要な措置」は、事業者が事業の運営に支

障を及ぼさない範囲内で講ずれば足りるも

のであり、労働者が権利として請求できる

わけではない（昭和 47 年 9 月 18 日基発第

602 号）。「その他の活動」には、職場体操、

栄養改善が含まれる（同）。本条は努力義務

規定である。 
 
１．２．３ 第 70 条の 2、第 70 条の 3 
１．２．３．１ 趣旨 
 第 70 条の 2 は、69 条第 1 項の事業者が

講ずべき健康の保持増進のための措置とし

て、厚生労働大臣はその適切かつ有効な実

施を図るための指針を定めて公表し、また

その指針に従い、事業者またはその団体に

対し必要な措置等を行うことができること

とされている。 
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 事業場においては、健康指導等の労働者

の健康保持増進活動が適切かつ有効に実施

されるための具体的な手法が十分には普及

していない現状にあるため、原則的な手法

を指針によって示すことで事業場における

健康保持増進を推進するねらいがある。 
 
１．２．３．２ 内容 
 厚生労働大臣は、69 条の健康保持増進措

置に関して適切かつ有効な実施を図るため

に必要な指針を定め、原則的な実施方法を

示すこととされている。第 70 条の 2 に基づ

き「事業場における労働者の健康保持増進

のための指針」（昭和 63 年 9 月 1 日指針公

示第 1 号、最終改正：令和 2 年 3 月 31 日

指針公示第 7 号。以下「健康保持増進指針」

という）」および「労働者の心の健康の保持

増進のための指針」（平成 18 年３月 31 日

指針公示第 3 号、最終改正：平成 27 年 11
月 30 日指針公示第 6 号。以下「メンタルヘ

ルス指針」という）の 2 つの指針が公表さ

れている。 
 前者の指針は 1988（昭和 63）年の労働安

全衛生法改正時にあわせて定められたもの

であり、健康保持増進対策の基本的な考え

方、事業者による計画作成等の取組方法、事

業場内・外のスタッフ体制、個人情報保護等

の留意事項が規定されている（詳細につい

ては、69 条の内容を参照）。 
 後者の指針は、2005（平成 17）年の労働

安全衛生法改正時に、仕事に関し強いスト

レスを感じる労働者が依然増加傾向にあり、

メンタルヘルス対策をさらに進めていくこ

とが求められている 18なかで、法令の根拠

規定がない従前の指針 19内容を踏襲する形

で策定されたものである。メンタルヘルス

指針の趣旨、内容等は以下のとおりである

20。 
 仕事に関して強い不安やストレスを感じ

ている労働者が半数を超える状況にあり、

精神障害等に係る労災補償については請求

件数、認定件数とも増加傾向にある。このよ

うななかで、事業場において、より積極的に

心の健康の保持増進を図ることは、労働者

とその家族の幸せを確保するとともに、わ

が国の健全な発展という観点からも重要に

なっている。そこで、事業者は衛生委員会等

を活用し実態調査に基づき「心の健康づく

り計画」を策定・実施し、関係する実施主体

と連携を図りながらメンタルヘルス不調を

予防することが求められている。 
 メンタルヘルス指針には、主に 2 つの特

徴がある。第 1 に、3 段階の予防場面ごと

に具体的な進め方を示していることである。

ストレスチェック制度の活用や職場環境等

の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未

然に防止する「1 次予防」、メンタルヘルス

不調を早期に発見し、適切な措置を行う「2
次予防」およびメンタルヘルス不調となっ

た労働者の職場復帰の支援等を行う「3 次

予防」の 3 段階である 21。 
 1 次予防として、たとえば作業環境、作業

方法、労働時間、仕事の質と量、ハラスメン

トを含む職場の人間関係、職場の文化や風

土といった職場環境等が労働者の心の健康

にどのように影響を及ぼすかを評価して、

問題点を把握しその改善を図ることとされ

ている 22。2 次予防では、メンタルヘルス不

調への気づきと対応として、事業者は労働

者、上司である管理監督者、家族等からの相

談に対応できる体制を整備したり、事業場

内の産業医や保健師等の産業保健スタッフ
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あるいは外部の医療機関へつなぐことがで

きるネットワークを整えたりすることとな

っている 23。3 次予防として、事業者はメン

タルヘルス不調となった労働者に対する職

場復帰支援プログラムを策定するとともに、

その体制を整備して組織的かつ計画的に取

り組むこととされている 24。 
 第 2 に、4 つの実施主体による取組方法

が提案されていることである。労働者自身

による「セルフケア」、労働者と日常的に接

する上司等の管理監督者による「ラインに

よるケア」、産業医や保健師等の「事業場内

産業保健スタッフ等によるケア」ならびに

医療機関や地域保健機関といった外部のメ

ンタルヘルスケアの専門家による「事業場

外資源によるケア」の 4 つである。これら

の 4 つのケアが継続的かつ計画的に行われ

るようにすることが重要とされる 25（図 2・
3 参照）。 
 メンタルヘルス指針では、メンタルヘル

スの進め方が包括的・詳細に記述されてい

ること、職場復帰支援について新たに項目

立てされたこと、および個人情報保護につ

いてより詳細な注意事項が加わったこと等

が旧メンタルヘルス指針にはない新しい点

である。本条は努力義務規定である。 
 第 70 条の 3 は、本条前段に掲げた各規定

および各規定に基づく指針が、「健康増進

法」（平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号）

と調和した内容であることを規定している。 
 
１．２．４ 第 71 条 
１．２．４．１ 趣旨 
 第 71 条は、作業環境測定や健康診断が適

切に実施されるように、作業環境測定およ

び健康診断の実施体制が整備されること、

受動喫煙防止のための設備の設置が促進さ

れること、および事業場における健康教育

に関する指導員の確保・資質向上が促進さ

れることなど、労働者の健康保持増進のた

めの事業場の各種施策が適切かつ有効に実

施されるよう、国が援助する旨定めている。

国の援助により事業場における健康保持増

進措置の実施が推進されるねらいがある。 
 
１．２．４．２ 内容 
 国の援助として、①必要な資料の提供、②

作業環境測定および健康診断の実施の促進、

③事業場における健康教育に関する指導員

の確保・資質向上の促進、④その他必要な援

助が挙げられる。国が援助を行うにあたっ

ては、中小企業に対し、特別の配慮をするこ

ととしている。国は、労働者の心身両面にわ

たる健康保持増進措置を実施するための必

要な支援、健康保持増進措置を実施する事

業場に対する専門家による助言・指導など

の支援を行うとともに、取組み方法を紹介

したパンフレットの配布などを通じて、健

康保持増進措置の実施方法に関する普及啓

発を行っている 26。 
たとえば、メンタルヘルス対策の１つで

ある職場復帰に関し、厚生労働省は「心の健

康問題により休業した労働者の職場復帰支

援の手引き」（平成 16 年 10 月 14 日送付

案内：基労安発 0323001 号、最終改正：基

安労発 0706 第 1 号平成 24 年 7 月 6 日。

以下「職場復帰の手引き」という）27を公表

している 28。メンタルヘルス不調により休

業した労働者に対して、事業者が講ずべき

職場復帰支援の内容が体系的・総合的に示

され、事業者向けのマニュアルとなってい

る。職場復帰支援の流れとして、病気休業開
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始および休業中のケア（第 1 ステップ）、

主治医による職場復帰可能性の判断（第 2
ステップ）、職場復帰の可否の判断および職

場復帰プランの作成（第 3 ステップ）、最

終的な職場復帰の決定（第 4 ステップ）、

職場復帰後のフォローアップ（第 5 ステッ

プ）の 5 段階に分けて、それぞれの段階に

応じた具体的支援内容が例示されている。 
精神疾患を発症し病気休業のスタート時

および休業中の段階である第 1 ステップで

は、事業者は労働者が安心して療養に専念

できるよう必要な情報提供などを行う旨記

載されている。この点、使用者は健康配慮義

務の１つとして、労働者に対して療養に専

念させる義務があり、休業中の面談方法の

あり方をめぐり使用者に義務違反が認めら

れると判断した裁判例がある（後掲・ワコー

ル事件判決参照）。復帰可能性判断をめぐる

第 2 ステップでは、日常生活における病状

の回復と職場で必要とされる業務遂行能力

に関する回復が同程度の回復とは限らない

ことから、主治医と産業医との間の情報交

換が必要であることが述べられている。第

3 ステップでは、休業していた労働者が復

職するにあたって、事業者が「職場復帰プラ

ン」を作成することになっている。そこでは

事業場内産業保健スタッフが中心となり、

労働者の意向を確認し、産業医や職場の上

司も加わって、復帰日、短時間勤務や残業・

深夜労働の禁止など就業上の配慮に関する

個別具体的な支援内容を定めることとされ

ている。第 5 ステップでは、職場復帰後の

フォローアップを実施し、疾患の再燃・再発

の確認、職場復帰プランの評価や見直しを

行うこととされている。この点、裁判例のな

かには 2 度目の休業前の職場復帰プランで

は定時勤務・軽減勤務とされていながら、実

際には月 100 時間を超える時間外労働が行

われた結果、労働者の精神疾患が再燃した

事案につき、使用者の安全配慮義務違反が

認められたものがある（後掲・建設技術研究

所事件判決参照）。 
職場復帰の手引きのなかでは、正式な職

場復帰の決定前に、休業中の労働者の不安

を和らげ、労働者自身が職場の状況を確認

しながら、復帰の準備を行うことができる

「試し出勤制度」も推奨されている。メンタ

ルヘルス不調者の職場復帰に関しては、全

国各都道府県に「産業保健総合支援センタ

ー」が開設され、メンタルヘルス不調の予防

から職場復帰支援までのメンタルヘルス対

策全般について対応する総合相談窓口が設

置されている。 
 
１．３ 関連規定 
 70条の 2第１項の「メンタルヘルス指針」

に関連して、66 条の 10 では事業者による

ストレスチェック（心理的な負担の程度を

把握するための検査）の実施が義務化され

ている。ストレスの原因となる職場環境の

改善につなげることで、労働者のメンタル

ヘルス不調の未然防止（１次予防）を図るこ

とを目的としている。 
 70 条の 2 の「健康保持増進措置」に関す

る指針として、上述の 2 つの指針のほか「原

子力施設等における緊急作業従事者等の健

康の保持増進のための指針」（「東京電力福

島第一原子力発電所における緊急作業従事

者等の健康の保持増進のための指針」平成

23 年 10 月 11 日基発 1011 第 2 号･第 3 号･

第 4 号。最終改定：平成 27 年 8 月 31 日基

発 0831 第 11 号･第 12 号）が公表されてい
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る。 
70 条の２に関し、安衛則 61 条の２は、

同 24 条を準用し、指針の公表は、当該指針

の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、

当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道

府県労働局において閲覧に供することによ

り行うと規定している。 
 
１．４ 沿革 
１．４．１ 制度史 

 「健康保持」に関して、労働基準法（昭和

22 年 4 月 7 日法律第 49 号）の制定当初は、

第五章の「安全及び衛生」のなかに、「第四

十三条 使用者は、労働者を就業させる建

設物及びその附属建設物について、換気、採

光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔

に必要な措置その他労働者の健康、風紀及

び生命の保持に必要な措置を講じなければ

ならない。」「第五十二条第三項 使用者

は、前二項の健康診断の結果に基いて、就業

の場所又は業務の転換、労働時間の短縮そ

の他労働者の健康の保持に必要な措置を講

じなければならない。」との規定がおかれて

いた。 
 1972（昭和 47）年の労働安全衛生法の制

定当初は、第七章「健康管理」のなかに、「健

康保持増進措置」として「第七十条 事業者

は、労働者の健康の保持増進を図るため、体

育活動、レクリエーシヨンその他の活動に

ついての便宜を供与する等必要な措置を講

ずるように努めなければならない。」との規

定がおかれているのみであった。 
 1988（昭和 63）年の法改正において、第

七章が「健康の保持増進のための措置」と改

められた。69 条の内容が「健康教育等」に

一新されるとともに、70 条の 2「健康の保

持増進のための指針の公表等」が新設され

た。70 条の規定は、これまでとほぼ同じ内

容のままで、健康保持増進措置の一内容と

して条文の見出しが「体育活動等について

の便益供与等」に改められた。 

 
 健康増進（Health Promotion）の考え方

は、国際的には、1946（昭和 21） 年に WHO
（世界保健機関）が提唱した「健康とは単に

病気でない、虚弱でないというのみならず、

身体的、精神的そして社会的に完全に良好

な状態を指す」という健康の定義から出発

している。 
 1986（昭和 61）年、カナダのオタワで開

催された WHO の国際会議において、「ヘ

ルスプロモーションに関するオタワ憲章」

が採択された。この中で、ヘルスプロモーシ

ョンとは、人々が自らの健康をコントロー

ルし、改善することができるようにするプ

ロセスであると定義されるとともに、健康

増進を個人の生活習慣に限定してとらえる

のではなく、社会的環境の改善を含んだも

のとすることが確認されている 29。 
 
 1978(昭和 53)年度から「第 1 次国民健康

づくり対策」の 10 か年計画が策定された。

健康な人に関してはより良い健康を確保す

ること、高血圧、肥満等の人に関しては疾病

に陥ることを防止することによって、国民

全てが健康な生活を送れることを目標とし

ていた。同年、労働省（当時）は「シルバー・

ヘルス・プラン（SHP）構想」を発表し、翌

年の 1979（昭和 54）年から中防災にシルバ

ー・ヘルス・プラン推進室が設けられ、「中

高年齢労働者の健康づくり運動」が行われ

ている 30。1980（昭和 55）年には第 6 次労
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働災害防止計画において、中高年齢層に限

定せず、全年齢の対象とした健康対策を行

うことから「トータル・ヘルスケア」という

言葉が用いられている 31。 
 それまでの健康管理では、職業病の早期

発見等疾病の発見という消極的な対策が主

流であったが、病気にならないよう積極的

な健康づくり・体力づくりを進めていく考

え方が広まった。ネガティブ・ヘルスケアか

らポジティブ・ヘルスケアへ、全年齢と対象

として、職場はもちろん日常生活すべてに

おいてメンタルヘルスもあわせた健康管理

を図っていくこととされた。日本では高度

経済成長時代が終焉し、低成長時代、高齢化

社会を迎えるにあたりポジティブ・ヘルス

ケアは時代の要請に応えるものであった。 
 1984 年には女性の平均年齢が 80 歳超え

る等、1980 年代後半には「人生 80 年時代」

が現実的なのものとなり、80 歳になっても

身の回りのことができ、社会参加もできる

ようにするために、1988（昭和 63）年には

「第 2 次国民健康づくり対策（アクティブ

80 ヘルスプラン）」が 10 か年計画で策定

された 32。そのようななか、同年に労働安

全衛生法の改正によって、「健康の保持増進

のための措置」に関連する諸規定が新設さ

れ、トータル・ヘルスプロモーション・プラ

ン（THP）事業が開始された。 
  
 70条の 2に基づくメンタルヘルス指針自

体は 2006（平成 18）年に公表されている。

それ以前の 1980 年代から、メンタルヘルス

に関する取組みは行われている。シルバー・

ヘルス・プランには「メンタルヘルス」の項

目があり、トータル・ヘルスプロモーショ

ン・プランにも引き継がれているほか、「企

業におけるストレス対応―指針と解説―」

（中防災、1986 年）や「労働衛生管理にお

けるメンタルヘルス」（産業医学振興財団、

1986 年）の冊子が発行されている 33。 1982
（昭和 57）年 2 月 9 日に発生した羽田沖航

空機墜落事故（後掲）や 1984（昭和 59）年

2 月の精神障害労災認定の第 1 号事案であ

る新幹線上野地下駅の設計技師の反応性う

つ病事例 34には、社会的なインパクトがあ

ったものの、行政や企業にはさほどの切実

さはなく、メンタルヘルス施策は理念的な

ものにとどまっていた 35。 
 2000（平成 12）年には「事業場における

労働者の心の健康づくりのための指針」が

策定されている 36。1999（平成 11）年に精

神障害に関する労災認定の基準が通達によ

ってはじめて示されたこと（「心理的負荷に

よる精神障害等に係る業務上外の判断指針」

平成 11 年 9 月 14 日基発第 544 号、最終改

正：平成 21年 4月 6 日基発 0406001号 37）

や精神障害を患い過労自殺した労働者に対

する安全配慮義務が争われ企業の責任が認

められた電通事件の最高裁判決（最高裁平

成 12 年 3 月 24 日第二小判民集 54 巻 3 号

1155 号）が大きく影響している 38。 
 2000 年に策定された旧メンタルヘルス

指針には法令上の根拠規定がなかったが、

2006 年のメンタルヘルス指針は、2005 年

に改訂された労働安全衛生法に基づく指針

として位置づけられる。2005 年の法改正で

は、メンタルヘルスに関して指針が策定さ

れたほかに、安衛則の改正点として以下の

2 点も追加された。第 1 に、長時間労働を

行った労働者に対する医師の面接指導では、

心身の状況つまりメンタルヘルスを含めた

チェックを行うことが明記された。第 2 に、
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労働衛生委員会の調査審議事項として、労

働者の精神的健康の保持増進を図るための

対策をたてることが明記された。メンタル

ヘルス対策が法令ベースに乗ってきたのは

2006 年の新指針が初めてのことであった

39。 
 
１．４．２ 背景となった事故等 
 1988（昭和 63）年の労働安全衛生法の改

正では、健康増進措置関連の諸規定が新設

されたが、身体的健康にとどまらず、精神的

健康も念頭におかれていた。その背景には、

1982（昭和 57）年 2 月 9 日に発生した羽田

沖航空機墜落事故が影響している 40。 
 同事件では、精神的変調をきたした機長

の異常行動が直接の原因となって、逆噴射

装置を作動させた結果、航空機が墜落し、乗

員乗客 174 人中 24 人が死亡し 149 人が負

傷した。「機長(キャプテン)、やめてくださ

い」という副操縦士が発した台詞や、「逆噴

射」・「心身症」41が流行語になるほどショ

ッキングな出来事であった 42。事故調査報

告書のなかでは、機長は心身症ではなく、精

神分裂症（現在は統合失調症という）であっ

たこと、数年前から通院し投薬治療を行っ

ていたことから、機長に対する日本航空の

健康管理が不十分であったと認定されてい

る 43。 
 
１．５．運用 
１．５．１ 適用の実際 
未了 
 
１．５．２ 関連判例 

69 条や 70 条の 2 などに言及していない

裁判例も含まれるが、「職場におけるメンタ

ルヘルス対策」という観点から重要と思わ

れる裁判例について以下で取り上げる。 
 
（１）過労により精神障害にり患し自殺（い

わゆる過労自殺）した労働者に対する会社

の安全配慮義務違反が認められた例（電通

事件・第二小判平成 12 年 3 月 24 日最高裁

判所民事判例集 54 巻 3 号 1155 頁、労判

779 号 13 頁。1 審：東京地判平成 8 年 3 月

27 日労判 692 号 13 頁、原審：東京高判平

成 9 年 9 月 26 日労判 724 号 13 頁）） 
 
＜事実の概要＞ 
 亡 A は大学を卒業後、平成 2 年 4 月に Y
社（被告・控訴人＝附帯被控訴人・上告＝被

上告人）に採用されラジオ推進部に配属さ

れた。X ら（原告・被控訴人＝附帯控訴人、

被上告人＝上告人）は A の相続人（両親）

である。 
 A は、業務に意欲的で、積極的に仕事を

し、上司等から好意的に受け入れられてい

た。Y 社では、従業員が恒常的に長時間に

わたり残業しており、残業を過少申告する

ことも常態化していた。A は同年 8 月ころ

から翌日の午前 1 時ないし 2 時ころに帰宅

することが置くなり、11 月末以降は帰宅し

ない日があるようになった。A は平成 3 年

7 月ころから業務遂行やそれによる睡眠不

足の結果、心身ともに疲労困憊した状態に

なっていて、A の上司もそれに気付いてい

た。A は、平成 3 年 8 月 27 日に自宅で自殺

した。 
 X らは、Y 社に対して民法 415 条ないし

709 条に基づき、A の死亡による損害賠償

を請求した。第 1 審（東京地判平成 8 年 3
月 27 日労判 692 号 13 頁）は X らの請求を
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ほぼ全面的に認容したが、原審（東京高判平

成 9 年 9 月 26 日労判 724 号 13 頁）は、過

失相殺の類推適用により、発生した損害の

7 割のみを Y 社に負担させるのを相当とす

る判断を行った。そこで X らと Y 社の双方

が上告した。 
 
＜判旨 Y 社の上告棄却、原判決中 X らの

敗訴部分について破棄差戻し＞ 
（ⅰ） 「労働者が労働日に長時間にわたり

業務に従事する状況が継続するなどして、

疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、

労働者の心身の健康を損なう危険のあるこ

とは、周知のところである。労働基準法は、

労働時間に関する制限を定め、労働安全衛

生法 65 条の 3 は、作業の内容等を特に限定

することなく、同法所定の事業者は労働者

の健康に配慮して労働者の従事する作業を

適切に管理するように努めるべき旨を定め

ているが、それは、右のような危険が発生す

るのを防止することをも目的とするものと

解される。…使用者は、その雇用する労働者

に従事させる業務を定めてこれを管理する

に際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負

荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康

を損なうことがないよう注意する義務を負

うと解するのが相当であり、使用者に代わ

って労働者に対し業務上の指揮監督を行う

権限を有する者は、使用者の右注意義務の

内容に従って、その権限を行使すべきであ

る。」 
（ⅱ） 「身体に対する加害行為を原因とす

る被害者の損害賠償請求において、裁判所

は、加害者の賠償すべき額を決定するに当

たり、損害を公平に分担させるという損害

賠償法の理念に照らし、民法 722 条 2 項の

過失相殺の規定を類推適用して、損害の発

生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心

因的要因を一定の限度でしんしゃくするこ

とができる…。」「ある業務に従事する特定

の労働者の性格が同種の業務に従事する労

働者の個性の多様さとして通常想定される

範囲を外れるものでない限り、その性格及

びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の

過重負担に起因して当該労働者に生じた損

害の発生又は拡大に寄与したとしても、そ

のような事態は使用者として予想すべきも

のということができる。しかも、使用者又は

これに代わって労働者に対し業務上の指揮

監督を行う者は、各労働者がその従事すべ

き業務に適するか否かを判断して、その配

置先、遂行すべき業務の内容等を定めるの

であり、その際に、各労働者の性格をも考慮

することができるのである。したがって、労

働者の性格が前記の範囲を外れるものでな

い場合には、裁判所は、業務の負担が過重で

あることを原因とする損害賠償請求におい

て使用者の賠償すべき額を決定するに当た

り、その性格及びこれに基づく業務遂行の

態様等を、心因的要因としてしんしゃくす

ることはできないというべきである。」 
 「A の性格は、一般の社会人の中にしば

しば見られるものの一つであって、A の上

司…らは、A の従事する業務との関係で、

その性格を積極的に評価していた」。「A の

性格は、同種の業務に従事する労働者の個

性の多様さとして通常想定される範囲を外

れるものであったと認めることはできない

から、Y 社の賠償すべき額を決定するに当

たり、A の前記のような性格及びこれに基

づく業務遂行の態様等をしんしゃくするこ

とはできない」。 
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＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決では、メンタルヘルス事案として

労働者の心身の健康に対する企業の安全配

慮義務違反がはじめて認められた。本判決

は 69 条や 70 条の 1 について言及がないも

のの、メンタルヘルス事案におけるリーデ

ィングケースである。本判決において企業

の責任や過失相殺に関する基本的な考え方

が示され以後の裁判例でも踏襲されている

ほか、本事案が精神障害に係る労災認定の

行政通達に転換がもたらされる契機となる

など多大な影響力を与えた。 
 本判決は、メンタルヘルスに関して特に

以下 2 つの点で重要な意義を有している。

第 1 に、安全配慮義務の射程に、就労場所

や設備などの物的な安全面だけでなく、労

働者の心身の健康に対する配慮が含まれる

ことを明らかにした。長時間労働によって

疲労や心理的負荷が蓄積されると労働者の

心身の健康が損なわれることがあるため、

使用者は労働者の過重な疲労やストレスを

防止する注意義務（健康配慮義務）を負うと

判断された。また、この安全配慮義務に基づ

いて使用者が損害賠償責任を負う場合の過

失相殺の類推適用（民法 722 条 2 項）につ

いて、裁判所は被害者の性格等の心因的要

因を一定程度しん酌できるが、労働者の性

格が同種の業務に従事する労働者の個性の

多様さとして通常想定される範囲を外れる

ものでない限り、その性格等が損害の発生

や拡大に寄与する事態は使用者として予想

すべきであり、しん酌できないと述べた。本

事案では、神経質、几帳面、真面目といった

労働者に通常想定される程度の性格は損害

賠償額の算定においてしん酌されないと判

断された。なお、その後の裁判例では労働者

側の事情を考慮して過失相殺を肯定した例

も複数ある。 
第 2 に、70 条の 2 に基づくメンタルヘル

ス指針策定の契機となった点である。本判

決以前には、自殺はその者の判断（故意）に

よるもので、その者の性格も影響しており、

自殺した労働者に責任があるとする考え方

が少なからず存した。本判決は、業務を原因

として精神障害を発症し、自殺という結果

を招きうることが示された。いくつかの裁

判例や本件のような裁判例の動向から、い

わゆる「過労自殺」が社会的にも認識され救

済が必要と捉えられるようになった。あわ

せて、精神障害の労災認定に関して従来の

取扱いを大きく変更する初めての判断指針

「心理的負荷による精神障害の業務上外に

係る判断指針」44が 1999（平成 11）年に発

出された。業務による心理的負荷によって

精神障害を発病したと認められる者が自殺

を図った場合には、精神障害によって正常

な認識、行為選択能力が著しく阻害され、ま

たは自殺を思いとどまる精神的抑制力が著

しく阻害されている状態で自殺が行われた

ものと推定し、原則として業務起因性が認

められるものとされた。判断指針に基づく

労災補償は事後補償であるところ、予防措

置として、2000（平成 12）年に 70 条の 2
に基づく「事業場における労働者の心の健

康づくりのための指針」（旧メンタルヘルス

指針）が策定された。職場の安全衛生対策の

１つとして、予防措置の重要性も認識され

はじめてメンタルヘルス指針として通達に

登場した。 
それまで職場の安全衛生・事後補償とい

えば物的な安全面に力点が置かれていたが、
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本事案によって職場でのメンタルヘルスも

重要であることが認識されるようになった。

本判決は、労災民訴という手法で争われ、会

社側の損害賠償責任が全面的に認められた

が、本事案の一連の裁判が契機となり、メン

タルヘルスに関する事前の労働安全衛生対

策および事後の労災補償に関する法整備が

進められることとなった。 
 
（２）労働者が業務に起因しうつ病を発症

して自殺した事案において、使用者の予見

可能性を欠くとして使用者の安全配慮義務

違反が認められなかった例（立正佼成会事

件・東京高判平成 20 年 10 月 22 日労経速

2023 号 7 頁。1 審：東京地判平成 19 年 3
月 29 日労経速 1973 号３頁） 
 
＜事実の概要＞ 

Y 病院の管理職にあった小児科医の亡 A
が、過重な勤務に加え、常勤医や日当直担当

医減少への対応に追われるなど大きな心理

的負荷を受け、うつ病を発症し自殺に至っ

たとして、A の相続人である X らが、債務

不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請

求した。1 審（東京地判平成 19 年 3 月 29
日労経速 1973 号３頁）は、亡 A の業務が

特に過重な身体的・心理的負荷を与えるも

のではないとして、うつ病発症および自殺

と業務内容との相当因果関係を否定し、原

告らの請求を斥けた。X らが不服として控

訴した。 
 
＜判旨 控訴棄却＞ 
亡 A は、過重な勤務を行い、常勤医や日

当直担当医の減少という問題解決に取り組

むことにより、大きな心理的負荷を受けう

つ病を発症した。亡 A の病院における業務

遂行とうつ病発症との間には、相当因果関

係を肯定することができる。 
「本件のような安全配慮義務ないし注意

義務の存否が問題となる事案においても、

労働者…にうつ病が発症することを具体的

に予見することまでは必要でないものの、

業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過

度に蓄積することにより、亡 A の心身の健

康が損なわれて何らかの精神障害を起こす

おそれについては、具体的客観的に予見可

能であることが必要」である。 
亡 A の勤務が過重な時期があったが、そ

の過重性はある程度は亡 A の意思で解消で

きるものであったし、過重さが継続する状

況にはなかった。亡 A が常勤医や日当直担

当医の減少に対し心理的負荷を受けたとし

ても、一時的なものにすぎず、直ちにその問

題は解決した。これらのことから、Y は亡

A が疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ

て、心身の健康を損なうことを具体的客観

的に予見することはできなかったといえる。

「うつ病に罹患した者は基本的に病識がな

く、医師のもとを訪れることがあっても、ご

くありふれた身体的異変を訴えるだけで、

自分からは精神的苦痛を述べず、表情や態

度に問題を感じさせないため、精神科医で

あってもその発症を見抜くことは極めて困

難である」。亡 A も、局面的にはうつ病の

症状を呈していたが、全体として業務をそ

れなりにこなし、無断欠勤等をすることも

なかったので、周囲の者は亡 A がうつ病と

は思わなかった。亡 A は、実際に精神科を

受診したことはなく、Y 病院の産業医に精

神的な苦痛を相談したこともなかった。精

神科医である実兄にも亡 A の健康について
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相談したことはなく、Y 病院の関係者の間

では、亡 A に特に変わった言動や服装の変

化はなく、落ち込んだ様子も見られなかっ

た。Y は、亡 A が精神的な異変を来してい

ることを認識することはなかったし、かつ、

認識することもできなかった。 
したがって、本件において、Y が安全配

慮義務に違反したということはできず、債

務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責

任を負うものではない。 
 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決は、本稿で取り上げた条文に関す

る言及がないものの、本稿に関連する「職場

におけるメンタルヘルス対策」という部分

に焦点をあてて本判決の意義を述べる。本

判決ではうつ病の発症と自殺につき業務と

の相当因果関係が認められたものの、使用

者の予見可能性が否定され、使用者の安全

配慮義務違反が認められなかった事案であ

る。労働者のメンタルヘルス情報について

は労働者からの申告を期待できないことを

踏まえて積極的なメンタルヘルス管理を行

う必要があるとする裁判例がある（東芝う

つ病事件・最二小判平成 26 年 3 月 24 日裁

判所時報 1600 号１頁）。他方で、本判決は

精神障害の発症および自殺という損害の発

生を使用者が予見し防止することが期待で

きない状況であれば、予見可能性を欠くと

して使用者の安全配慮義務違反を否定した

ものである。積極的なメンタルヘルス対策

を講ずる必要がある一方で、事後的な安全

配慮義務違反の成否の場面では、予見可能

性を欠く場合には使用者の安全配慮義務違

反が否定されることを示している。 
 

 
（３）長時間労働等により精神疾患を発症

し、寛解、再燃、完治した事案において、使

用者の安全配慮義務違反が認められたもの

の、労基法 19 条 1 項に基づく解雇が有効と

された例（建設技術研究所事件・大阪地判平

成 24 年 2 月 15 日労判 1048 号 105 頁） 
 
＜事実の概要＞ 
 建設コンサルタント業務を行う Y 社に勤

務する入社 2 年目の X は、長時間労働と上

司らによる激しい叱責のため精神疾患を発

症し、1 か月間自宅で療養した。X は寛解し

元の職場に復帰したが、長時間労働により

再び発症（再燃）した。6 か月間の自宅療養

後、元の職場とは異なるパソコン処理業務

を任されたが、欠勤や遅刻が続き、X は労

使および X が加入する労働組合との三者協

議の話し合いにも参加しない状態が続いて

いた。労災申請をめぐっても、X と Y 社の

関係は悪化していた。主治医や産業医から

Xは就労可能との診断がなされた後も、Xが

欠勤を続けていたため、Y 社は正当な理由

なく欠勤を続けているとして労基法 19条 1
項に基づき X を解雇した。X は 2 度の精神

疾患発症は過重業務等が原因であり、欠勤

は業務による精神疾患によるものであると

して、本件解雇の無効や安全配慮義務違反

による慰謝料請求などを請求した。 
 
＜判旨 一部認容、一部棄却＞ 
(ⅰ) 精神疾患の発症と業務起因性 X は、

平成 14 年、平成 15 年 1 月及び 3 月も長時

間労働により強度の心理的負荷を受けてい

た。X は、上司との間で互いに不満を持つ

状態となり、あるいは頻繁に叱責を受け、こ
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れにより継続的に強い心理的負荷を受けて

いた。ただ、X の仕事に対する姿勢及び仕

事内容には注意や叱責をされてもやむを得

ない一定の問題もあった。X は遅くとも平

成 14 年 12 月に精神疾患を発症していた。

X が過重な業務に従事したことなどと精神

疾患の発症との間には相当因果関係が認め

られる。 
 Xの2回目の自宅療養前である平成 15年

5 月には、定時勤務・軽減勤務との条件で復

帰したにもかかわらず、月間の時間外労働

時間が 100 時間を超える状態になり、自宅

療養から職場に復帰していた X への配慮が

十分になされていなかったことが認められ

る。X が過重な業務に従事したことなどと

精神疾患の再燃との間には相当因果関係が

認められる。 
(ⅱ) 安全配慮義務違反の成否 使用者は、

業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過

度に蓄積して労働者の心身の健康を損なう

ことがないよう注意する義務を負う。上記

義務違反は、使用者において、不法行為上の

注意義務違反を構成すると同時に労働契約

上の安全配慮義務違反を構成する。  
 X は、過重性のある業務を担当したこと

などにより、強度の心理的負荷を受け、それ

により精神疾患を発症し、その後も寛解し

ては再燃を繰り返すという経過をたどった

ものといえる。上司らは X が著しく長時間

にわたり業務に従事し健康状態が悪化して

いることを認識しながら、負担軽減措置を

とらなかったことについて過失があり、Y
社は安全配慮義務違反に基づく責任を負う。 
(ⅲ) 解雇の有効性 X は平成 16 年 1 月に

は精神疾患が寛解したと診断され、遅くと

も平成 17 年 1 月には精神疾患が完治して

いたと認められる。したがって、本件解雇が

された平成 17 年 12 月当時は、X が業務上

疾病にかかり療養のために休業する期間及

びその後 30 日間に当たらず、本件解雇が労

基法 19 条 1 項に違反するということはで

きない。 
 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決は本稿で取り上げた条文に関する

言及がないものの、本稿に関連する「職場に

おけるメンタルヘルス対策」という部分に

焦点をあてて本判決からの示唆を述べる。

本判決では、労働者が長時間労働等により

精神疾患を発症し、2 度にわたる自宅療養

後、完治したものの欠勤を続けていたため

労基法 19 条 1 項に規定される解雇の効力

が争われ、解雇が有効と判断されたもので

ある。メンタルヘルスに関する本事案の特

徴は、第 1 に、1 度目の自宅療養後に寛解

し、定時勤務・軽減勤務の条件下で復帰した

ものの十分な配慮がなされずに、月 100 時

間を超える時間外労働をするなどした結果、

症状が再燃してしまった点にある。メンタ

ルヘルス不調者の職場復帰に向けた職場の

サポートは、労働者の体調回復に大きな影

響を与える。療養の長期化は労使双方にと

って不幸な事態であるので、特に初期の段

階で十分な支援を行うことが重要である。

第 2 に、2 度目の自宅療養後の職場復帰に

おいては、これまで行ってきた業務とは異

なり、当該労働者は写真ライブラリー化と

いうパソコンでの処理業務を任され、対外

的な責任をとらなくてもよい業務となった

が、労働者がその業務を自分に対する退職

勧奨や嫌がらせやであると捉える等不満を

もっていた点にある。労使双方で十分な話
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し合いが行われ、労働者も納得した上で長

期的な復帰プログラムが会社から示されて

いれば、仕事に復帰できた可能性がある。ま

た、本判決では厚生労働省が作成した（当

時）「心の健康問題により休業した労働者の

職場復帰支援の手引き」（平成 16 年 10 月

14 日）にも触れ、これが「事業者に直ちに

法的義務を課すものとはいえない」として

いる。手引きに法的拘束力がないとしても、

予防段階で積極的に活用していくことも必

要である。 
 
（４）過重労働によりうつ病を発症した労
働者に対する使用者の安全配慮義務違反が
認められ、労働者からメンタルヘルス情報
の申告がないことを過失相殺の対象とする
ことはできないとされた例（東芝うつ病事
件・最二小判平成 26 年 3月 24 日裁判所時
報 1600 号１頁、労判 1094 号 22 頁。1審：
東京地判平成 20 年 4 月 22 日労判 965 号 5
頁、原審：東京高判平成 23 年 2 月 23 日労
判 1022 号 5頁） 
 
＜事実の概要＞ 
 X（原告・被控訴人・上告人）は大学を卒
業後、平成 2年 4 月に Y社（被告・控訴人・
被上告人）に雇用された。平成 12 年 11 月
ころプロジェクトリーダーに任命されたが、
トラブル対応に追われることもあり、休日
出勤することが多く、午後 11 時を過ぎる帰
宅も増えた。X は時間外超過者健康診断や
定期健康診断において体調不良である旨の
申告をした。X は業務の担当ができないの
で断ろうとしたが、課長の了解を得られな
いこともあった。X は平成 13年 4月の時点
では医院を受診し適応薬を処方されたが、

うつ病の確定診断はされなかった。同僚ら
も X の体調不良を認識していた。その後、
診断書を提出した上で療養のための休暇を
取得し、出勤をすこし試みるも、再び欠勤を
していた。就業規則の定める欠勤期間を超
えたため、Y 社は X に対し平成 15 年 1 月
に休職を命じた。X がその後も職場復帰が
できなかったため、同年 9 月に休職期間満
了により Xを解雇した。 
 X はうつ病は過重な業務に起因するもの
であるとして、解雇は労基法 19 条により違
法無効であるとして、Y 社に対し、安全配慮
義務違反等により損害賠償請求等をした。
原判決は一審判決同様に解雇は無効である
としたが、安全配慮義務違反に関しては、体
調不良を上司や産業医に申告しなかったこ
と、および X の個体側のぜい弱性につき 2
割の素因減額を認めた。これに対し、X が
上告受理申立てをした。 
 
＜判旨 原判決中 X の敗訴部分について破
棄差戻し＞ 
（ⅰ） 「X が Y 社に申告しなかった自ら
の精神的健康（いわゆるメンタルヘルス）に
関する情報は、神経科の医院への通院、その
診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤
の処方等を内容とするもので、労働者にと
って、自己のプライバシーに属する情報で
あり、人事考課等に影響し得る事柄として
通常は職場において知られることなく就労
を継続しようとすることが想定される性質
の情報であったといえる。使用者は、必ずし
も労働者からの申告がなくても、その健康
に関わる労働環境等に十分な注意を払うべ
き安全配慮義務を負っているところ、…労
働者にとって過重な業務が続く中でその体

－ 873 －



分担研究報告書（阿部未央） 

18 

 

調の悪化が看取される場合には、…労働者
本人からの積極的な申告が期待し難いこと
を前提とした上で、必要に応じてその業務
を軽減するなど労働者の心身の健康への配
慮に努める必要がある」。 
過剰な業務が続く中で、Xは、相当日数の

欠勤をしたり、業務軽減の申出をしたり、産
業医にその状態を申告するなどしていたの
であるから、「Y社としては、そのような状
態が過重な業務によって生じていることを
認識し得る状況にあり、その状態の悪化を
防ぐために X の業務の軽減をするなどの措
置を執ることは可能であったというべきで
ある。…Y 社が X に対し上記の措置を執ら
ずに本件鬱病が発症し増悪したことについ
て、X が Y 社に対して上記の情報を申告し
なかったことを重視するのは相当でなく、
これを X の責めに帰すべきものということ
はできない」。 
（ⅱ） 「本件鬱病は…過重な業務によって
発症し増悪したものであるところ、X は、
それ以前は入社以来長年にわたり特段の支
障なく勤務を継続していたものであり、ま
た、上記の業務を離れた後も…争訟等が長
期にわたり続いたため、その対応に心理的
な負担を負い、…不安等を抱えていたこと
がうかがわれる」。したがって、業務を離れ
て治療を続けながら 9 年を超えてなお寛解
に至らないとしても、「Xについて、同種の
業務に従事する労働者の個性の多様さとし
て通常想定される範囲を外れるぜい弱性な
どの特性等を有していたことをうかがわせ
るに足りる事情があるということはできな
い」。 
（ⅲ） Y 社の安全配慮義務違反等を理由
とする X に対する損害賠償の額を定めるに

当たり過失相殺に関する民法 418 条又は
722 条 2 項の規定ないしは類推適用による
過失相殺をすることはできない。 
 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決では、労働者からのメンタルヘル
ス情報に関する申告と安全配慮義務違反の
成否およびその際の過失相殺の可否が争点
となり、結論において労働者からこれに関
する申告がなくても、使用者の安全配慮義
務違反が認められ、これに基づく損害賠償
額を定めるにあたって過失相殺をすること
はできないと判断された。本稿で掲げた条
文について判旨のなかで言及されていない
ものの、本稿に関連する「職場におけるメン
タルヘルス対策」という観点から、以下 3点
につき本判決の意義・特徴を述べる。 
第 1 に、本判決は労働者の精神的健康情

報、いわゆるメンタルヘルス情報を自己の
プライバシーに属する情報として、最高裁
がその要保護性を正面から認めた点で重要
な意義を有している。メンタルヘルス情報
とは、神経科医院への通院歴、病名や診断内
容、薬剤の処方内容であり、会社からみれば
配置転換や人事考課など労務管理上必要な
情報であり、労働者の申告によって適正配
置が行われることにつながる情報である。
労働者からの申告があれば、精神疾患の発
症ないしは憎悪を抑える回避措置をとるこ
とも可能であり、労災予防にも寄与する。他
方、精神疾患の疑いや発症に関する情報は、
労働者にとっては人事考課等においてマイ
ナスに評価されうる情報でもある。このよ
うに労働者のメンタルヘルス情報は、使用
者にとっては知りたい・必要な情報である
一方、労働者にとっては知られたくない情
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報といえる。この点、最高裁は労働者のメン
タルヘルス情報は「通常は職場において知
られることなく就労を継続しようとするこ
とが想定される性質の情報」であると評価
している。そのような情報の性質に鑑みて、
「使用者は、必ずしも労働者からの申告が
なくても、その健康に関わる労働環境等に
十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っ
て」おり、「労働者本人からの積極的な申告
が期待し難いことを前提とした上で、必要
に応じてその業務を軽減するなど労働者の
心身の健康への配慮に努める必要がある」
としている。職場において個別具体的なメ
ンタルヘルス対策を実施するにあたっては、
労働者のメンタルヘルス情報がセンシティ
ブな内容を含む情報であり、情報の取得や
取扱いに慎重さが求められることを本判決
は改めて示している。ただ、本事案では過重
業務により労働者が相当日数の欠勤をし、
業務軽減の申出をするなどしており、会社
が対策を取りうる客観的に認識可能な出来
事が前提として存在しており 45、会社に損
害の発生に対する予見可能性が認められる
事案であった。 
 第 2 に、過失相殺の場面において、メン
タルヘルスに関する情報を申告しなかった
ことおよび長期間寛解に至らない状況につ
いても、電通事件判決（最二小判平成 12 年
3 月 24 日民集 54 巻 3 号 1155 頁）を引用
し、素因減額を認めない立場を明らかにし
た。高裁判決では、メンタルヘルスに関する
情報を申告しなかったこと、慢性的生理痛
を抱え、慢性頭痛及び神経症と診断され薬
を処方されていたこと、業務を離れた後も
長期間にわたり寛解に至らないことなどの
事情を考慮し、個体側のぜい弱性を認め 2

割の素因減額がなされていた。最高裁では
この判断を覆し、「入社以来長年にわたり特
段の支障なく勤務を継続していた」点を考
慮し、「同種の業務に従事する労働者の個性
の多様さとして通常想定される範囲を外れ
るぜい弱性などの特性等を有していた」と
はいえないと判断した。使用者の義務違反
が認められた後の過失相殺の場面ではある
が、リスク管理のみならず予防段階におけ
るメンタルヘルス対策としても使用者はこ
の点に留意する必要がある。 
第 3 に、職場における当該労働者へのメ

ンタルヘルス対策の具体的な取り組み状況
に応じて、安全配慮義務違反の成否を分け
て判断した地裁判決が高裁判決および最高
裁判決で維持された点も本事案の特徴であ
るといえる。本事案では労働者が業務を離
れた後も 9 年間という長期間にわたり寛解
に至らない状況が続いていたが、うつ病発
症から憎悪までの約 4 か月間のみ会社の安
全配慮義務違反が認められ、それ以降につ
いては義務違反が否定された。本事案では、
会社は「メンタル不調者の職場復帰プログ
ラム」を策定し、長期欠勤後の労働者に対
し、彼女の状況に応じた職場復帰を提案し、
会社の臨床心理士のカウンセリングに 20
回以上受診させる機会を設けるなどしてい
た。メンタルヘルス指針でも、精神障害の発
症を未然に防ぐという典型的な予防にとど
まらず、「3 次予防」としてメンタル不調と
なった労働者に対する休職措置や職場復帰
支援を行うよう定めている。各労働者の病
状や段階に応じた職場のメンタルヘルス管
理が必要であり、それは本判決のように事
後的な安全配慮義務の成否にも反映される。 
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（５）派遣労働者のうつ病罹患と自殺に関

して、派遣元会社と派遣先会社に対する損

害賠償請求の一部が認められた例（ティー・

エム・イーほか事件・東京高判平成 27 年 2
月 26 日労判 1117 号 5 頁（原審：静岡地判

平成 26 年 3 月 24 日労判 117 号 12 頁）(確
定)） 
 
＜事実の概要＞ 
 亡 A は、平成 19 年 9 月 10 日より派遣会

社 Y1 に雇用され、派遣先会社 Y3 に派遣さ

れ原子力発電所で空調設備の監理業務等に

従事していたが、平成 22 年 12 月 9 日に自

宅で自殺した。 
 A は、Y1 に入社するより前から、遅くと

も平成 19 年 2 月頃には精神科等クリニッ

クを受診し、当初は不安障害や不眠症と診

断され、投薬治療を継続して受けていた。平

成 21 年 10 月か 11 月頃には、抑うつ気分、

気分の日内変動、興味関心の喪失という症

状が現れて、抑うつ剤の処方を受けるよう

になった。同年 12 月頃には、職場の人間関

係のストレスを感じやすく意欲が低下し、

集中力の低下があり、夜に翌日のことを考

えると辛くなると訴える状態に陥っていた。 
 A の残業時間は、平成 20 年には 1 か月平

均約 37.9 時間、平成 21 年には 1 か月平均

約 32.9 時間、平成 22 年（ただし 11 月ま

で）には 1 か月平均約 25.8 時間であった。

Y1 への入社面接で A は健康面では問題が

ない旨述べており、入社後に年 1 回行われ

る平成 20 年 7 月の健康診断ではγ-GTP 値

が高かったものの、平成 21 年及び平成 22
年の各 7 月の健康診断では当該値が改善す

るなど、身体的及び精神的な不調をうかが

わせるものはなかった。 A は平成 19 年か

ら平成 21 年までは、早退・休暇が年 1 回あ

るほか、無断欠勤や長期間の休業等はなか

った。平成22年1月から12月までの間に、

体調不良等による早退・休暇が1月に1回、

3 月に 3 回、4 月に 2 回、7 月に 1 回、10
月に 1 回、12 月に 1 回あった。 
 就業先である原子力発電所の所長 Y4 は、

A が体調不良により早退したことを心配し、

平成 22 年 4 月に Y1 の代表取締役 Y2 に電

話でその旨伝え、A の様子を聞くよう頼ん

だところ、A は Y2 に不眠で睡眠薬を服用

していると告げた。その後も 4 月中に Y4 が

直接 A に仕事の状況等を確認したほか、Y2
が A に対し体調等の状況を確認するメール

を数回送っている。同年 6 月には、Y2 と A
間でメールでのやりとりが 1 回あり、A か

ら Y２に対して体調が以前より改善してお

り、薬は服用していない旨の返信があった。

同年 10 月に Y2 が A に電話で健康診断の

再検査の結果を尋ね、異常がないことを確

認した。  
 A は、死亡までの間、業務遂行上の問題

点はなく、業務遂行中に奇異な又は異常な

言動があったことはうかがえない。また A
から、Y１及び Y2 に対し、うつ病に罹患し

ている旨の診断書は提出されていなかった。 
 A の妻子である X ら（原告・控訴人）は、

派遣元会社のY1社、Y１の代表取締役Y2、
派遣先会社のY3社及びY3の出張所所長で

ある Y4（被告・被控訴人）に対し、A のう

つ病を認識し又は認識することができたの

に安全配慮義務等を怠り A を自殺に至らし

めたとして、不法行為ないしは債務不履行

に基づく損害賠償請求をした。 
 原審は、Y２と Y４は、A が不眠で睡眠薬

を服用していることを聞いたにとどまり、
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A からうつ病に罹患している旨の話を聞い

ておらず、A のうつ病罹患を認識し又は認

識可能であったとは認めることができない

として、X らの請求を棄却したため、X ら

が控訴した。 
 
＜判旨 一部認容、一部棄却＞ 
(ⅰ)  「A の自殺について Y らに法律上の

責任はないとする点は原判決と同じである

が、Y1 社及び Y3 社は、従業員である A の

体調不良を把握した以上、安全配慮義務の

一環として、具体的に不良の原因や程度等

を把握し、必要に応じて産業医の診察や指

導等を受けさせるなどすべきであったのに、

これを怠たり、その限度で A に対して慰謝

料の支払義務が生じたものと認められる」。 
(ⅱ) 安全衛生法は、69 条 1 項、70 条の 2
第 1 項に基づいて「労働者の心の健康の保

持増進のための指針（平成 18 年 3 月 31 日

付け基発第 0331001 号）」を策定し、6(3)
「メンタルヘルス不調への気づきと対応」

として、労働者からの相談に応ずる体制を

整備し、特に個別の配慮が必要と思われる

労働者から管理監督者が話を聞いたり、労

働者の家族に対してストレスやメンタルヘ

ルスケアに関する基礎知識を提供したりす

ることが望ましいなどとしている」。 
 この点、本件では、「Y１及び Y３社は、

それぞれ従業員に対する安全配慮義務の一

環として、…A が自殺に至るまでの間に、A
やＸらの家族に対して、単に調子はどうか

などと抽象的に問うだけではなく、より具

体的に、どこの病院に通院していて、どのよ

うな診断を受け、何か薬等を処方されて服

用しているのか、その薬品名は何かなどを

尋ねるなどして、不調の具体的な内容や程

度等についてより詳細に把握し、必要があ

れば、Y1 又は Y3 の産業医等の診察を受け

させるなどした上で、A 自身の体調管理が

適切に行われるよう配慮し、指導すべき義

務があったというべきである。それにもか

かわらず、Y１及び Y３は、いずれも A に

対して通院先の病院や診断名や処方薬等に

ついて何も把握していないのであって、従

業員である A に対する安全配慮義務を尽く

していなかったものと認めることができ

る。」 
(ⅲ)  「もっとも、A は、Y1 に入社した際

の面接で健康面に問題はないと述べ、…入

社後も…毎年 7 月に実施された健康診断に

おいて精神面の不調等を訴えてはいないし、

Y1 や Y3 に対してうつ病に罹患していると

の診断書等を提出したこともないが、この

ことは、A 自身が解雇されることなどを恐

れてうつ病又はうつ状態に陥っていること

を明かそうとしなかったものと考えられ

る」。A が自身の病状を説明しなかった「原

因の 1 つには、Ｙ4 やＹ2 の A に対する日

頃の対応があったのではないかとも考えら

れ、そのこと自体、Y1 や Y3 における従業

員に対する安全配慮義務の履行が必ずしも

十分なものではなかったことを推認させ

る」。 
 しかし、A の同僚らにおいても、「同居し

て一緒に生活していた X らにおいても、A
の自殺のおそれを事前に察知することまで

はできなかったのであるから、Ｙ4 やＹ2 に

おいても、A が自殺に至るほどに深刻な状

況にあることまで把握することは困難であ

ったといわざるを得ない。」 
 「そうすると、本件では、Y1 及び Y3 に

おいて A に対する安全配慮義務の履行に十
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分ではないところがあったとは認められる

ものの（Y2 及び Y4 はそれぞれの会社の代

表者や従業員であり、同人らが個人的に A
に対して損害賠償義務を負うものではな

い。）、その安全配慮義務違反と A の自殺

との間に相当因果関係があるとまでは認め

られないというべきであるが、…一切の事

情を総合的に勘案するならば、Y1 や Y3 の

安全配慮義務違反によって A に生じた精神

的苦痛を慰謝するには 200 万円の損害賠償

を認めるのが相当であ」り、X ら相続人は

法定相続分に応じて分配される。 
 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本事案では、派遣元及び派遣先会社は体

調不良であった派遣労働者がうつ病に罹患

して自殺に至ったことを認識できなかった

ことに関する法的責任が否定されたものの、

労働者の体調不良の原因や程度等を具体的

に把握し、必要に応じて産業医の診察を受

けさせるべきであったとして、その限度で

両事業者の安全配慮義務違反が認められた。 
 本判決から汲み取りうる示唆として、以

下の 4 点があげられる。第 1 に、本判決は

事業者に労働者の健康保持増進措置を講ず

るよう定めた労安法 69 条及び 70 条の 2 第

1項に関するメンタルヘルス指針に基づき、

労働者の体調不良の原因や程度等を具体的

に把握し、必要に応じて産業医の診察を受

けさせるべきであったと認定した点である。

努力義務である労安法 69 条やこれに関す

る指針を考慮して安全配慮義務違反を認め

た裁判例は現在までのところ本判決だけで

ある。 
 第 2 に、本判決は安全配慮義務を構成す

る「適切な措置」に関する具体的な内容を示

した一例といえる。使用者は労働者の心身

の健康を損なわないよう注意する義務を負

っており、健康診断などを実施し労働者の

健康状態を把握したうえで、業務の軽減な

どの適切な措置を講じなかった場合には、

安全配慮義務に違反すると解されている

（電通事件・最二小判平成 12 年 3 月 24 日

民集 54 巻 3 号 1155 頁等）。本判決は、労

働者のうつ病罹患や自殺に関する会社の予

見可能性が否定され、自殺についての法的

責任が否定されたものの、体調不調の労働

者に対しては、抽象的に体調を尋ねるだけ

では足りず、体調管理に関するより具体的・

積極的な聞き取りや指導が必要であったと

して、その限度において会社の安全配慮義

務違反を認めている。 
 第 3 に、派遣元会社と派遣先会社の双方

に安全配慮義務違反を認めた点である。安

全配慮義務は、単に労働契約上の義務であ

るだけでなく、「特別な社会的接触関係」に

ある当事者間における付随義務であると解

されている（陸上自衛隊八戸車両整備工場

事件・最三小判昭和 50 年 2 月 25 日民集 29
巻 2 号 143 頁など）。本判決は派遣先会社

の派遣労働者に対する安全配慮義務も含ま

れることを確認したものといえる。 
 なお、本判決では派遣元及び派遣先会社

の代表取締役等の個人責任は否定されてい

る（反対に、出向及び出向先のみならず、両

者の代表取締役等の個人責任も肯定した裁

判例としてネットワークインフォメーショ

ンセンターほか事件・東京地判平成 28 年 3
月 16 日労判 1141 号 37 頁）。 
 第 4 に、メンタルヘルスに関する情報は、

労働者のプライバシーに関する情報であり、

労働者が申告をしないことも会社側は想定
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しつつ対応すべきことが本判決から示唆さ

れる。メンタルヘルスに関する通院歴、病

名、薬剤の処方等の情報は、人事考課等に影

響しうる事柄として通常は職場に知られる

ことなく就労を継続しようとすることが想

定される性質の情報であるところ、使用者

は労働者からの申告がなくても、その健康

にかかわる労働環境等に十分な注意を払う

べき安全配慮義務を負っていると解されて

いる（東芝（うつ病・解雇）事件・最二小判

平成 26 年 3 月 24 日最二小判平成 26 年 3
月 24 日裁判所時報 1600 号１頁）。本事案

では、労働者は精神面での体調不良を会社

に訴えておらず、早退・休暇も多くなく、う

つ病に関する診断書も提出されておらず、

会社から病状を聞かれても申告しなかった

ことも考えられるが、労働者が不安を抱く

一因に会社の日頃の対応の不十分さもあげ

られている。 
 
（６）長時間労働や上司らによるパワハラ

によりうつ病を発症し自殺した労働者に対

する使用者の安全配慮義務違反が認められ、

労働者からの申告がないことを過失相殺の

対象とすることはできないとされた例（公

立八鹿病院組合ほか事件・広島松江支判平

成 27 年 3 月 18 日労判 1118 号 25 頁。1
審：鳥取米子支判平成 26 年 5 月 26 日労判

1099 号 5 頁。最 2 小判平成 28 年 3 月 16
日が上告棄却、不受理確定） 
 
＜事実の概要＞ 
 亡 A は整形外科の医師として、大学附属

病院に勤務した後、Y１病院に派遣され勤務

していた。亡 A は Y１病院における月 100
時間を優に超える過重労働や上司である

Y2・Y3 のパワハラにより、うつ病を発症し、

赴任から 2 か月余りで自殺に至った。A の

相続人（両親）である X らが Y らに対し債

務不履行または不法行為に基づく損害賠償

を請求した。第１審（鳥取米子支判平成 26
年 5 月 26 日労判 1099 号 5 頁）は、2 割の

過失相殺のうえで Y らの損害賠償責任を認

めた。双方が各敗訴部分を不服として控訴

した。 
 
＜判旨 原判決中 X の敗訴部分について一

部認容＞ 
「過重業務やパワハラが亡 A に与えた心理

的負荷は非常に大きく、職種、職場における

立場、経験等の点で同等の者にとっても、社

会通念上客観的にみて本件疾病を発症させ

る程度に過重であったと評価せざるを得な

いから、これらの行為と本件疾病との間に

は相当因果関係が認められる」。 
Y の安全配慮義務違反について、本件自

殺後に開催された労働安全衛生委員会で提

言されている諸方法の実施、上司によるパ

ワハラの是正、および業務負担の軽減措置

等が行われていれば、「亡 A の本件疾病及

びそれによる本件自殺を防止し得る蓋然性

があった」。 
「本件病院の関係者に悩みを打ち明けた

り、前任者のように派遣元の大学病院に対

し転属を願い出るといった対応をしていな

いのであるが、使用者は、必ずしも労働者か

らの申告がなくても、その健康に関する労

働環境等に十分注意を払うべき安全配慮義

務を負っており、労働者にとって過重な業

務が続く中でその体調の悪化が看取される

場合には、体調の異変等について労働者本

人からの積極的な申告は期待し難いもので
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あって、このことを踏まえた上で、必要に応

じた業務軽減などの労働者の心身の健康へ

の配慮に努める必要がある」。 
亡 A の能力や性格等の心因的要素が通常想

定される範囲を外れるものであったとは認

められず、また、亡 A が本件疾病を発症す

る以前に、責任感から自ら職務を放棄した

り、転属を願い出る等しなかったりしたこ

とを捉えて、亡 A の落ち度ということはで

きず、Y の賠償責任につき、過失相殺又は

素因減額は認められない。 
 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決は、本稿で取り上げた条文に関す

る言及がないものの、本稿に関連する「職場

におけるメンタルヘルス対策」という部分

に焦点をあてて本判決の意義を述べる。ま

ず、本判決では、労働者の自殺後に開催され

た労働安全衛生委員会で提言された諸措置

（長時間労働者を対象とする面接指導の徹

底、メンタルヘルス専門部会の設置など）や

当該労働者の業務軽減措置・担当替えを行

っていれば、被災を防止しうる蓋然性があ

ったと判断されている。職場におけるメン

タルヘルス対策の実施が労災防止に資する

ことを改めて示している。 
また、労働者が発症前に関係者に悩みを

打ち明けたり、前任者とは異なり転属を願

い出ていなかったりしたとしても、労働者

の落ち度として過失相殺の対象とすること

はできないとした。東芝うつ病事件（最二小

判平成 26 年 3 月 24 日裁判所時報 1600 号

１頁）同様に、体調異変などについては労働

者本人からの積極的な申告は期待しがたい

ものであるとして、使用者はそれを踏まえ

て業務軽減などの労働者の心身の健康への

配慮に務める必要があると述べている。 
 
（７）休職中の労働者への接触方法など労

働者が療養に専念できるように配慮する使

用者の義務に違反するとされた例（ワコー

ル事件・京都地判平成 28 年 2 月 23 日労働

判例ジャーナル 51 号 13 頁） 
 
＜事実の概要＞ 
 X は Y 社と有期労働契約を締結し、輸入

婦人肌着の販売員として勤務していたが、

Y 社の売場の改装およびそれに伴う X 担当

部門の売り場移転、売り場面積の縮小、売上

高の減少などにより X の職場環境が大きく

変化した。X は適応障害及び軽症うつ病エ

ピソードを発病し、休職した。X は精神疾

患の発症や慢性化は、Y 社が職場環境の改

善を行わなかったことが原因であるとして、

不法行為等に基づく損害賠償を請求した。

なお、これに関する労災保険給付の請求に

ついては、平成 23 年 7 月 1 日に京都下労

働基準監督署が不支給決定処分を行い、同

年 11 月 24 日に不支給決定処分の取消しを

求めた審査請求が棄却されている。 
 
＜判旨 一部認容＞ 
（ⅰ） 休職前の使用者の職場環境改善義

務およびその義務違反の成否 本件売場移

転のような売場の改装やそれに伴う売場面

積の減少、業務遂行方法の変化、人間関係の

変化、業績の変化等は、企業に販売員として

勤務する労働者が一般的に経験し得るもの

である。そうすると、Y においてこのよう

職場環境の変化が、X に心身の健康を損な

うような心理的負荷を生じさせる危険性を

有するものと認識することは困難であった

－ 880 －



分担研究報告書（阿部未央） 

25 

 

といわざるを得ないから、Y は X の職場環

境を改善すべき義務を負っていたというこ

とはできない。X の休職前につき、Y に義

務違反は認められない。 
（ⅱ） 休職中の使用者の職場復帰支援を

行う義務およびその義務違反の成否 職場

復帰支援プログラムの策定が法令上使用者

に義務付けられている状況にはなく、その

策定がX とY との間の労働契約において義

務付けられていたとも認められない。Y に、

休職中の X に対する適切な職場復帰支援を

行う義務の違反があったものということは

できない。 
（ⅲ） 休職中の使用者の労働者が療養に

専念できように配慮する義務およびその義

務違反の成否 X の上司は、X から X が適

応障害と診断されたことを告げられ、その

ことを認識していたので、同日以降、Y は X
が療養に専念できるように配慮すべきであ

り、少なくとも積極的に X の精神障害の増

悪をもたらすような行為を行ってはならな

いという義務を負っていた。Y は X から医

師に Y の関係者と会うことを止められてい

る旨伝えられていたので、X の主治医を介

して、あるいは主治医から X との接触の手

順につき教示を受けた上で、これに従って

原告と接触するなどの方策を講じるべきで

あり、X へ直接接触は差し控えるべき義務

を負っていたと認められる。にもかかわら

ず、Y は主治医等の付添いもなく X と面談

したのであるから、Y には上記義務の違反

が認められる。 
有期契約の更新など X に不利益な内容を含

む打合せをし、X の了解を得るに当たって

は、少なくとも X の精神障害に増悪をもた

らさないよう、X へ配慮を行うべき義務、

少なくとも不利益な条件を提示することに

ついての合理的な説明を十分に行うべき義

務を負っており、義務違反が認められる。 
（ⅳ） 精神障害の発病および遷延化に伴

う損害との因果関係 休業中の X に適切な

対応がなされていた場合に、X のうつ病エ

ピソードが寛解していたかなどについては、

的確な証拠がない。したがって、Y の義務

違反行為が X の精神障害に悪影響を与えた

ことについての精神的苦痛に対する慰謝料

を損害として評価する。 
 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決では、勤務環境の変化に伴う労働

者の精神疾患の発症と業務との間に関連性

は認められないものの、療養中の労働者に

対する配慮義務に欠ける点があったとして

使用者の義務違反が認められると判断され

た。本稿で掲げた条文について判旨のなか

で言及されていないものの、条文に関連す

る「職場におけるメンタルヘルス対策」とい

う観点から、以下本判決の意義を述べる。第

1 に、療養休職中の労働者に対する使用者

の応対につき労働者が療養に専念できるよ

うにする配慮義務に違反すると判断された

珍しい判決であり、休職中のメンタルヘル

ス不調者に対する会社の具体的な対応方法

として実務上参考になるといえる。使用者

の健康配慮義務が、療養休職中に労働者へ

の配慮にも及びうることを示した点に本判

決の意義がある。本事案では、労働者が上司

に電話で、主治医から会社の関係者と直接

会うことを止められていると伝えたにもか

かわらず、主治医を介さず、複数回、直接面

談をした点が問題となった。特に、有期契約

の期間満了が差し迫ったなかで、労働者に
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不利益な内容の打合せが行われた場面では、

労働者の精神障害への配慮を行うべきであ

り、少なくても不利益な条件提示について

合理的な説明を十分に行うべき義務を負っ

ていたと判断されている。 
第 2 に、休職中の職場復帰支援プログラム

の策定については、法令上使用者に義務付

けられているわけではないと判断した点で

ある。厚生労働省が策定した「心の健康問題

により休職した労働者の職場復帰支援の手

引き」のなかで、職場復帰支援プログラムの

策定が推奨されているが、法的な義務とし

て会社に課せられているとまではいえない

とした。本事案では、労働者と使用者との間

の労働契約においてもそのような職場復帰

支援を行う義務があるとまではいえないと

判断されている。メンタルの不調が疑われ

る労働者がふえている昨今、休職中および

職場復帰に向けた会社のサポートの重要性

は増している上、職場復帰プログラムが整

備されていることは労働者が長期間働くう

えで心強く、より一層推奨されていくこと

がのぞまれる。 
 
 
Ｄ．考察 及び Ｅ．結論 
 高齢化が進むなかにあっても労働者がい

つまでも健康でその能力を十分に発揮でき

るよう、健康保持増進措置（トータル・ヘル

スプロモーション・プラン、THP）として、

職場における健康づくりを推進していくた

めの施策が講じられている。そこでは全労

働者を対象として、心身両面にわたる勤務

時間のみならず日常生活全般における健康

指導や生活習慣の改善に向けた取組みが必

要である。 

 事業者が有効かつ適切に職場における健

康づくりに取り組むことができるよう、健

康保持増進指針とメンタルヘルス指針によ

って詳細かつ具体的な取組み方法が示され

ており、重要な指針となっている。前者の健

康保持増進指針は 1988（昭和 63）年の労安

法改正で新設された。他方、後者のメンタル

ヘルス指針は労働者のストレスやそれに伴

う精神障害を患う事例も散見されその必要

性が認識されていたものの、行政や企業に

おける取組が本格化したのは、2005（平成

17）年以降と遅かった。 
 近年の改正では、事業場内の専門家のみ

ならず事業場外の資源も積極的に活用する

こと、事業場全体で集団的に取り組むこと

で健康に関心のない労働者も巻き込み自然

と健康づくりに取組むことができるような

環境整備を行う必要性が指摘されている。 
 これらの規定は努力義務規定であるが、

これらの規定に基づく具体的な取組みがな

されないまま、労働者の職場環境や健康が

害される場合には、安全配慮義務違反を判

断する際の考慮要素になることも判例によ

って示されている。 
 メンタルヘルスケアについては、重要性

が認識されながらも、労安法の規定では 69
条の健康教育およびそれに基づく 70条の 2
の指針で具体化されているにすぎず、根拠

規定やその内容ともにやや不十分ともいえ、

見直しの検討を必要とする立法的課題とい

える。健康増進措置に関する事業場外資源

活用における責任の所在の明確化・労働者

の健康情報の取り扱い等に関する立法的課

題の検討について次年度以降も引き続き行

っていく。 
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1．論文発表 
阿部未央「精神障害の労災認定をめぐる

法的課題」月刊労委労協 2020 年 12 月号

28—48 頁。 
 
2．学会発表 

 なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 なし 

2．実用新案登録 
 なし 

3．その他 
 なし 
 
Ｈ．引用文献 
脚注を参照。 
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図１ THP 指針に基づく健康保持増進対策の進め方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：第 128 回労働政策審議会安全衛生分科会（令和 2 年 3 月 30 日）「「事業場における労働者の健康

保持増進のための指針」の改正について」資料 4。 

 
図２ メンタルヘルスケアにおける 4 つのケア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
出典：厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『職場における心の健康づくり～労働者の心の健康

の保持増進のための指針～』（パンフレット。2019（平成 31）年 3 月）7 頁。 
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図 3 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 

 
出典：厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『職場における心の健康づくり～労働者の心の健康

の保持増進のための指針～』（パンフレット。2019（平成 31）年 3 月）8 頁。 
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